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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　風力タービンブレード（３）が地表から吊り上げられて、ロータハブ（１）に取り付け
られる際、前記ブレード（３）の姿勢がほぼ水平に保たれる、クレーンブーム（５）を用
いて前記風力タービンハブ（１）に前記ブレード（３）を取り付けるための方法であって
、
　前記ブレードの重量に耐える少なくとも１つの支持ワイヤ（１５）に加えて、前記クレ
ーンブーム（５）を介して前記ブレード（３）をウィンチ装置（１１）に接続する制御ワ
イヤ（１３）を利用して、前記ブレード（３）の姿勢をほぼ一定に保ち、さらに、下記ス
テップが含まれる、即ち、
　ａ）前記風力タービンブレード（３）に取り付けることができるように設計され、前記
制御ワイヤ（１３）及び前記少なくとも１つの支持ワイヤ（１５）が接続された吊上げ装
置（９）を利用する、風力タービンブレード（３）を取り扱うための吊上げシステムによ
って、配向が施された前記少なくとも１つの風力タービンブレード（３）をほぼ水平位置
になるような姿勢で吊り上げるステップと、
　ｂ）前記風力タービンブレード（３）が地表から吊上げられた時、前記少なくとも１つ
の風力タービンブレード（３）の姿勢をほぼ水平位置となるように、前記制御ワイヤ（１
３）を利用して制御するステップと、
　ｃ）ほぼ水平位置にある前記少なくとも１つの風力タービンブレード（３）を前記風力
タービンハブ（１）に固定するステップとが含まれることを特徴とする方法。
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【請求項２】
　さらに、先行ステップとして、前記吊上げシステムによって風力タービンのナセル（３
３）まで風力タービンハブ（１）を吊り上げて、前記ナセル（３３）に前記ハブ（１）を
取り付けるステップか、または、前記吊上げシステムによって前記風力タービンハブ（１
）と前記ナセル（３３）を一緒に吊り上げて、風力タービンタワー（３５）に前記ハブ（
１）を含む前記ナセル（３３）を取り付けるステップが含まれることを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　互いに別個に制御可能な少なくとも２つの制御ワイヤ（１３）が利用されることを特徴
とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ブレード（３）を吊り上げる際、前記制御ワイヤ（１３）が予張力のかかった状態
に保たれることを特徴とする請求項１から３のいずれか１つに記載の方法。
【請求項５】
　風力タービンブレード（３）に接続できるように設計され、かつ、２つの端部（２１，
２３）と中央部分とを有するフレーム（１７）を備えた吊上げ装置（９）と、クレーンブ
ーム（５）と、ウィンチ装置（１１）と、前記ブレードが地表から吊り上げられた時、前
記ブレードの姿勢を制御するための制御ワイヤ（１３）とを備え、前記制御ワイヤ（１３
）が、前記クレーンブーム（５）を介して前記吊り上げ装置（９）から前記ウィンチ装置
（１１）まで延びている風力タービンブレード吊り上げシステムにおいて、前記制御ヤイ
ヤ（１３）は、前記フレーム（１７）の２つの端部（２１，２３）に接続され、前記ブレ
ードが地表から吊り上げられた時、前記ブレードの姿勢をほぼ水平になるように制御可能
とし、前記ウィンチ装置に、少なくとも２つの制御ワイヤ（１３）のための少なくとも２
つの個別に制御可能なウィンチ（１１）が含まれることを特徴とする風力タービンブレー
ド吊り上げシステム。
【請求項６】
　前記ウィンチ装置（１１）が前記クレーンブーム（５）の下端（６）に配置されている
ことを特徴とする請求項５に記載の風力タービンブレード吊り上げシステム。
【請求項７】
　前記制御ワイヤ（１３）が前記吊り上げ装置（９）から前記クレーンブーム（５）のプ
ーリ（２７）まで延び、さらに、そこから前記ウィンチ装置（１１）まで延びることを特
徴とする請求項５または６に記載の風力タービンブレード吊り上げシステム。
【請求項８】
　前記プーリ（２７）が前記クレーンブーム（５）に対して移動可能であることを特徴と
する請求項７に記載の風力タービンブレード吊り上げシステム。
【請求項９】
　さらに、前記ウィンチ装置（１１）または前記制御ワイヤ（１３）に作用して、前記吊
上げプロセスの間中、前記制御ワイヤ（１３）を張力のかかった状態に保つ張力装置が含
まれることを特徴とする請求項５から８のいずれか１つに記載の風力タービンブレード吊
り上げシステム。
【請求項１０】
　前記張力装置に、前記制御ワイヤ（１３）に作用し、前記制御ワイヤ（１３）の張力量
によって、前記ブレードの前記水平姿勢を制御可能にする制御装置が含まれることを特徴
とする請求項９に記載の風力タービンブレード吊り上げシステム。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　一般に、本発明は、風力タービンブレードを取り扱い、前記ブレードを風力タービンに
取り付ける方法、及び、風力タービンブレードを取り扱うためのシステム及び把持装置に
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関するものである。とりわけ、本発明は、ブレードを地表から吊り上げる際にブレードの
姿勢がほぼ水平に保たれる、ロータハブに風力タービンブレードを取り付ける方法に関す
るものである。さらに、本発明は、とりわけ本発明の実施に適した風力タービンブレード
吊上げシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最新の風力タービンには、通常、かなりの直径及び幅を備えたロータが含まれている。
風力タービンの取り付けには、風力タービンの現場にさまざまな構成部材を輸送するステ
ップと、タワー・セクション及びタワーを組み立てるステップと、クレーンで風力タービ
ンのナセルを吊り上げ、タワーの上部にナセルを取り付けるステップと、地上で風力ター
ビンロータを組み立てるステップと、クレーンで風力タービンロータを吊り上げ、ナセル
から突き出した低速シャフトにロータを取り付けるステップを含むことが可能である。
【０００３】
　風力タービンの通常の取り付け法には、風力タービンロータのサイズ及び幅が大きくな
るにつれてますます深刻になってきたいくつかの欠点が含まれている。地上における風力
タービンロータの組立ては、組立て作業員及びクレーンが接近しやすくするため、ほぼ水
平で安定した、障害物のない広い空き地が必要になるので、とりわけ困難である。さらに
、ロータをナセルまで吊り上げるのは、空中でロータを９０°回転させなければならない
ので、かなり面倒である。
【０００４】
　先行技術文献（例えば、特許文献１参照）によって、２つのブレードが既に取り付けら
れているロータハブをナセルに取り付け、その後、ブレードが垂直位置につくように、ロ
ータハブに残りのロータ・ブレードを取り付けることが知られている。
【０００５】
　他の吊り上げシステムの場合、ナセルに風力タービンハブをあらかじめ取り付けておき
、その後、ハブに隣接した位置まで各風力タービンブレードを個別に吊り上げて、ブレー
ドの取付けを実施することが知られている。先行技術文献（例えば、特許文献２参照）に
開示のこうしたシステムの１つでは、吊上げは、吊上げ装置によって風力タービンブレー
ドを垂直に保持した状態で実施される。しかし、この吊上げシステムの場合、吊上げ及び
取り付けの間中、ブレードを垂直にしておかなければならない。これは、吊上げプロセス
の一部として、ブレードを回転させなければならず、ブレードの位置決めの間中、ブレー
ドの角度姿勢にほとんど制御が加えられないということを表わしている。
【０００６】
　先行技術文献（例えば、特許文献３参照）に開示のもう１つの吊上げシステムでは、ブ
レードはほぼ水平に保持され、タービンブレードに固定されたワイヤによって保持された
スリングに載っている。このシステムには、地上に位置する場合のように、吊上げ及び取
り付けの間中、ブレード軸を同じ位置に保つことができるという利点がある。しかしなが
ら、吊上げ時に風が吹くと、ブレードが偏向することになりがちである。従って、こうし
た吊上げには、吊上げ中、タービンからある距離をおいて位置につき、長いロープを保持
し、ブレードの操作を助ける数人の人員が必要になる。ブレードが大形で、タワーが高い
場合、こうした操作の制御は重大な問題になる。
【０００７】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５／０１９１６６　Ａｌ号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００６／０１２０８０９　Ａｌ号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００６／０１４７３０８　Ａｌ号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、本発明の目的は、風力タービンハブまで風力タービンブレードを吊り上げるた
めの有利な方法を提供することにある。もう１つの目的は、有利な風力タービンブレード



(4) JP 5420165 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

吊上げシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　これらの目的は、請求項１において請求の風力タービンハブに風力タービンブレードを
取り付けるための方法、及び、請求項６において請求の風力タービンブレード吊上げシス
テムによって解決される。
【００１０】
　クレーンブームを利用して風力タービンハブに風力タービンを取り付けるための本発明
の方法において、ブレードを地表から吊上げて、ロータハブに取り付ける際、ブレードの
姿勢はほぼ水平に保たれる。ブレードの重量に耐える少なくとも１つの支持ワイヤに加え
て、クレーンブームを介してブレードをウィンチ装置に接続する、下記において制御ワイ
ヤと称する可制御ワイヤが、ブレードの姿勢をほぼ水平に保つために利用される。
【００１１】
　クレーンブームを介してウィンチ装置にブレードを接続することによって、クレーンブ
ームに対してブレードの姿勢を制御することが可能になる。これとは対照的に、技術的現
状では、ロープが地上の人員によって保持され、ブレードの姿勢は地上のある点に対して
制御される。従って、従来技術では、クレーンブームが移動すると、ブレードの姿勢はブ
ームに自動的に追随しない。しかし、本発明の方法では、ブレードの水平姿勢はクレーン
ブームの水平姿勢に自動的に追随するので、ブレードの水平姿勢の制御を単純化すること
ができる。さらに、制御ロープを取り扱うための人員を地上に配置する必要がないので、
ロータハブにブレードを取り付けるために必要な人数を減らすことが可能になる。互いに
別個に制御可能な少なくとも２つの制御ワイヤを利用すると、高度の制御能力を得ること
が可能になる。
【００１２】
　本発明の方法には、とりわけ、ａ）風力タービンブレードに取り付けることができるよ
うに設計され、制御ワイヤ及び少なくとも１つの支持ワイヤが接続された吊上げ装置を利
用する、風力タービンブレードをほぼ水平姿勢になるように取り扱うための吊上げシステ
ムによって、少なくとも１つの風力タービンブレードを吊り上げるステップと、ｂ）風力
タービンブレードが地表から吊上げられた時、前記少なくとも１つの風力タービンブレー
ドの姿勢をほぼ水平位置となるように制御ワイヤを利用して制御するステップと、ｃ）ほ
ぼ水平位置にある前記少なくとも１つの風力タービンブレードを風力タービンハブに固定
するステップと、を含むことが可能である。この方法の実施には、さらに、先行ステップ
として、吊上げシステムによって風力タービンのナセルまで風力タービンハブを吊り上げ
て、ナセルにハブを取り付けるステップか、または、吊上げシステムによって風力タービ
ンハブとナセルを一緒に吊り上げて、風力タービンタワーにハブを含むナセルを取り付け
るステップを含むことが可能である。
【００１３】
　さらに、本発明の方法に用いられる制御ワイヤは、ブレードの吊上げ時に、予張力のか
かった状態に保つことが可能である。制御ワイヤに予張力をかけることによって、吊上げ
プロセス中、ブレードの水平姿勢を特に安定した状態に保つことが可能になる。すなわち
、ブレードが、制御ワイヤがクレーンブームに到達する点よりも高く吊り上げられた途端
、支持ケーブル及び制御ワイヤがブレードをほぼ逆方向に引っ張るので、ブレードの姿勢
をしっかりと固定することが可能になる。この状況において、一方では支持ワイヤによっ
て、もう一方では制御ワイヤによってブレードに作用する力が十分に強くなると、ブレー
ドは、ブレードに取り付けられた吊上げ装置の３つの異なる接点（支持ワイヤに関する１
つの接点及び制御ワイヤに関する少なくとも２つの接点）に作用するこれらの力によって
安定した状態に保たれる。
【００１４】
　本発明の方法の実施に適した本発明の風力タービンブレード吊上げシステムには、吊り
上げられる風力タービンブレードに接続できるように設計されたフレームを備えた吊上げ
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装置、クレーンブーム、ウィンチ装置、及び、ブレードが地表から吊り上げられた時、ブ
レードの姿勢をほぼ水平になるように制御するための制御ワイヤが含まれている。制御ワ
イヤは、クレーンブームを介して、吊上げ装置からウィンチ装置まで延びている。
【００１５】
　制御ワイヤを取り扱うためのウィンチ装置を用いることによって、上述のように風力タ
ービンブレードを水平に吊り上げるための従来技術に対して、風力タービンブレードを吊
り上げるのに必要な人員の数を減らすことが可能になる。さらに、本発明のシステムの場
合、地表から吊り上げた後のブレードの水平姿勢は、クレーンブームの姿勢に対して固定
される。結果として、ブレードの水平姿勢は、クレーンブームの水平姿勢に自動的に追随
するが、これは、風力タービンブレードを水平に吊り上げるための従来技術の吊上げシス
テムには当てはまらない。
【００１６】
　ウィンチ装置は、クレーンブームの下端に配置するのが好都合である。これによって、
クレーンブームの安定性に悪影響を及ぼすことなく、比較的重いウィンチの利用が可能に
なる。さらに、ウィンチ装置を下端に配置することによって、クレーンブームの別の部分
における位置に比べて、ウィンチ装置への接近性が向上する。
【００１７】
　制御ワイヤは、吊上げ装置からクレーンブームに配置されたプーリまで延び、さらに、
そこからウィンチ装置まで延びることが可能である。プーリを利用して、制御ワイヤの偏
向を制御する。さらに、クレーンブームの全長に沿ったプーリ位置を適切に選択すること
によって、吊上げシステムの安定化特性を適正に調整することが可能になる。例えば、プ
ーリがブームの下端に比較的近接している場合、ブレードを地表から吊上げた直後に、制
御ワイヤの力が、支持ワイヤの引張り力とは逆方向に作用する。一方、プーリがクレーン
ブームの上端に近接して配置されている場合、ブレードを完全に吊り上げた位置において
、プーリと吊上げ装置との間の距離、すなわち、プーリとブレードとの間の距離を最短に
することが可能になる。これは、ブレードを完全に吊り上げた状態において、制御ワイヤ
の制御性能を高めるのに役立つ。従って、プーリがクレーンブームの延長に対して移動可
能であれば、とりわけ好都合である。これによって、プーリは吊上げプロセスに追従して
、吊上げ装置に対して、すなわち、ブレードに対して、クレーンブームにおけるプーリの
位置を絶えず最適化することが可能になる。
【００１８】
　ウィンチ装置に、少なくとも２つの制御ワイヤのために個別に制御可能な少なくとも２
つのウィンチが含まれる場合、これらのウィンチを用いることによって、制御作業を容易
に実施することが可能である。
【００１９】
　本発明の風力タービンブレード吊上げシステムには、さらに、ウィンチ装置または制御
ワイヤに作用して、吊上げプロセスの間中、制御ワイヤを張力のかかかった状態に保つ張
力装置を含むことが可能である。制御ワイヤに張力または予張力をかけることによって、
吊上げプロセスの間中、ブレードの姿勢をとりわけ安定した状態に保つことが可能になる
。張力装置には、さらに、ウィンチ装置または制御ワイヤに作用して、制御ワイヤの張力
量によってブレードの水平姿勢を制御できるようにする制御装置を含むことが可能である
。
【００２０】
　本発明のさらなる特徴、特性、及び、利点については、添付の図面に関連した本発明の
実施形態に関する下記の説明から明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　次に、図１及び２に関連して、本発明の風力タービンブレード吊上げシステムについて
述べることにする。図１には、吊り上げられたタービンブレードの先端の図で吊上げシス
テムが示されており、図２には、ブレード本体の平面図で風力タービンブレード吊上げシ
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ステムの上部が示されている。両方の図には、ブレード３が取り付けられることになるロ
ータハブ１も示されている。ロータハブはタワー３５の上部のナセル３３に配置されてい
る。
【００２２】
　風力タービンブレード吊上げシステムには、トラック７に搭載されたクレーンブーム５
、風力タービンブレード３に接続可能な吊上げ装置９、２つの個別に制御可能なウィンチ
１１を含むウィンチ装置、制御ワイヤ１３（図１では一方の制御ワイヤだけが見える）、
及び、支持ワイヤ１５が含まれている。
【００２３】
　吊上げ装置９には、フレーム１７と、ベルトまたはストラップ２５によって風力タービ
ンブレード３が押し付けられる、フレーム１７の両端２１、２３の座１９が含まれている
。さらに、フレーム１７の中央部分には支持ワイヤ１５が固定され、フレーム１７の端部
２１、２３には、制御ワイヤ１３が固定されている。
【００２４】
　制御ワイヤは、ブーム５に配置されたプーリ２７を介してウィンチ装置のウィンチ１１
まで延びている。ウィンチ装置の両ウィンチ１１は、ブーム５の下端６に配置されており
、個別に制御して、両方の制御ワイヤ１３を個別に引っ張ったり、緩めたりできるように
なっている。プーリ２７は、ブーム５に沿って移動可能なスライド式キャリッジ２９に取
り付けられている。
【００２５】
　支持ワイヤ１５は、ブレード３が固定された吊上げ装置９を吊り上げるために操作され
るもう１つのウィンチ３１に接続されている。これとは対照的に、制御ワイヤ１３には、
ほとんど支持機能はない。
【００２６】
　次に、図１、２、及び、３に関連して、風力タービンブレード３を吊り上げ、それを風
力タービンのロータハブに取り付ける方法について述べることにする。この方法には、ｉ
）吊上げシステムによって風力タービンのナセル３３まで風力タービンハブ１を吊り上げ
て、ナセル３３にハブ１を取り付けるか、または、吊り上げシステムによって風力タービ
ンハブ１とナセル３３を一緒に吊り上げて、ハブ１を含むナセル３３を風力タービンタワ
ー３５に取り付けるステップと、ｉｉ）風力タービンブレード３を取り扱うための吊上げ
システムによって少なくとも１つの風力タービンブレード３を吊り上げ、前記少なくとも
１つの風力タービンブレード３をほぼ水平位置になるように吊り上げるステップと、ｉｉ
ｉ）風力タービンブレード３が地表から吊り上げられた時、吊り上げシステムをクレーン
ブーム５に接続する制御ワイヤ１３を利用して、前記少なくとも１つの風力タービンブレ
ード３の姿勢をほぼ水平位置になるように制御するステップと、ｉｖ）ほぼ水平位置にあ
る前記少なくとも１つの風力タービンブレード３を風力タービンハブ１に固定するステッ
プが含まれている。これにより、風力タービンブレード３を好都合なやり方で取り扱い、
取り付けることが可能になる。
【００２７】
　実施形態の１つでは、図１及び２に関連して既述のように、制御ワイヤ１３は吊り上げ
フレーム９の各端部２１、２３に取り付けられている。２つの制御ワイヤ１３は、クレー
ム・ブーム５まで延び、そこから、プーリ２７を介して、クレーンブーム５の下端に取り
付けられた２つの油圧ウィンチ１１まで延びている。２つの油圧ウィンチ１１は、個別に
制御することが可能である。
【００２８】
　もう１つの実施形態では、吊上げ装置９の吊上げ中にクレーンブーム５のプーリ２７か
ら吊上げ装置９までの距離が変化しても、制御が維持されるように、吊上げプロセスの間
中、ブーム制御ワイヤ１３は自動的に予張力のかかった状態に保たれる。これは、ワイヤ
の張力を自動的に維持する油圧ウィンチの１つと、水平姿勢を調節し、手動で制御される
もう１つの油圧ウィンチを設けることによって実現される。
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【００２９】
　次に、この方法のさまざまなステップについてさらに詳述することにする。
【００３０】
　第１のステップでは、風力タービンロータハブ１が、クレーンブーム５を利用して、通
常のやり方で風力タービンのナセル３３に取り付けられる。代替案として、地上でナセル
３３にロータハブ１を取り付け、その後、クレーンブーム５によって、取り付けられたロ
ータハブ１と共にナセルをタワー３５の上部に取り付けることも可能である。タワーの上
部にナセル３３を取り付けるステップ及びナセル３３にロータハブ１を取り付けるステッ
プは通常のステップなので、図には描かれていない。
【００３１】
　次のステップでは、吊上げ装置９が、その下流エッジ３７を上向きにして地上に置かれ
ている風力タービンブレード３に取り付けられる。吊上げ装置９を取り付けるため、フレ
ーム１７をロータ・ブレード３まで降下させ、ブレード３の下流セクション３７に対して
座１９を適正位置につける。次に、ブレード３の上流エッジ３９にベルト２５を巻き付け
て、フレーム１７に固定し、張力をかけて、ブレード３が座１９に押し付けられるように
する。
【００３２】
　ブレード３に吊上げ装置９を取り付け、吊上げ装置９にブレード３を固定した後、第２
のウィンチ３１によって支持ワイヤ１５を巻くことによって、両方とも一緒に吊上げられ
る。同時に、ブレード３が取り付けられた吊上げ装置９をクレーンブーム５に向かって引
っ張るため、制御ワイヤ１３に張力が加えられる。吊上げ中、吊上げ装置９のわずかに下
方に位置するプーリ２７を備えたスライド式キャリッジが、上昇途中のブレード３に追従
する。この手法によって、吊上げプロセス全体にわたって、プーリ２７と吊上げ装置９の
フレーム１７との間における制御ワイヤの長さを短く、ほぼ一定に保つことが可能になる
。
【００３３】
　プーリ２７をフレーム１７の下方に配置することによって、制御ワイヤの張力が、支持
ワイヤ１５によって加えられる吊上げ力に対して角度αを含む方向に作用する。図１に示
す本実施形態の場合、角度αは約１２０°である。従って、制御ワイヤ１３によって加え
られる張力は、支持ワイヤ１５によって加えられる吊上げ力と逆方向にかなりの成分を有
することになる。この構成によって、ブレードの位置をしっかりと安定させることが可能
になる。同時に、吊上げ力に垂直に作用する成分が、やはり、ブレード３の水平姿勢を適
正に制御するのに十分なほど大きくなる。吊上げ力と逆方向に作用する張力成分と吊上げ
力に垂直に作用する張力成分との比は、吊上げ装置９に対するスライド式キャリッジ２９
の位置によって設定することが可能である。吊り上げ装置９に対してスライド式キャリッ
ジ２９が低くなるほど、吊上げ力に垂直方向に作用する張力成分に比べて、吊上げ力と逆
方向に作用する張力成分が強くなる。
【００３４】
　制御ワイヤにさまざまに予張力をかけることによって、タービンブレード３の水平姿勢
を変化させることが可能である。制御ワイヤの予張力は、例えば、ウィンチ１１に配属さ
れた作業員によってウィンチ１１で直接変化させるか、または、クレーン・オペレータに
よって遠隔から変化させることが可能であるが、後者の場合、同じ作業員によってロータ
ハブ１に対してブレードを位置決めするための全ての制御作業が実施できるという利点を
もたらすことになる。図３には、ロータハブ１に対して風力タービンブレード３の位置決
めを施して、ハブ１にブレード３を取り付ける作業の概略が示されている。
【００３５】
　制御ワイヤ１３に予張力をかけ、風力タービンブレード３の水平姿勢を制御する作業は
、ウィンチ装置の両ウィンチ１１を個別に制御することによって実施されるが、もう一方
のウィンチが風力タービンロータブレード３の水平姿勢を調節している間、両方の制御ワ
イヤに作用して、両方の制御ワイヤ１３に常に同じ張力をかけるウィンチを設けることも
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可能であろう。これによって、ブレード３の水平位置を制御するために１つのウィンチだ
けを制御すればよいという利点が得られる。しかし、ブレード３の水平位置制御を単純化
するためには、ウィンチ装置をより複雑な構造としなければならない。
【００３６】
　ロータハブ１への取り付けのため、風力タービンブレード３の適正な姿勢が施されると
、ロータハブの作業員によってブレード３がハブに固定され、その後、吊上げ装置９がロ
ータブレード３から取り外される。
【００３７】
　既述の実施形態において、プーリはブーム５に沿って移動可能なスライド式キャリッジ
２９に取り付けられているが、ブーム５の固定位置に配置することも可能である。この場
合、吊上げ力とは逆方向に作用する張力成分と吊上げ力に垂直に作用する成分との比は、
吊上げプロセス中に変化する。しかし、これは、吊上げプロセス中に制御ワイヤ１３に適
切な予張力をかけることによって対処することが可能である。
【００３８】
　本発明によれば、風力タービンロータブレード３が地表から吊上げられた時、吊上げシ
ステム９をクレーンブーム５に接続する制御ワイヤ１３を用いて、ブレードの姿勢をほぼ
水平位置になるように制御することが可能になる。地上にある間に吊り上げ装置９に取り
付けられた時とほぼ同じ水平姿勢をなすように風力タービンブレード３を吊り上げる機能
は、これによって、ブレードをひっくり返す必要がなくなるので好都合である。ブレード
３が地表から吊上げられた時、吊上げシステム９をクレーンブーム５に接続する制御ワイ
ヤ１３を用いて、ブレードの姿勢をほぼ水平位置になるように制御する機能は、それによ
って、地表に配置されて、長いロープを用いて姿勢を制御しようとする作業員グループが
不要になるので好都合である。本発明に従ってブレード３を取り付ける場合、クレーンオ
ペレータは、１つの制御位置から吊り上げ高さとブレード姿勢の両方を制御することが可
能になる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の風力タービンブレード吊上げシステムを示す図である。
【図２】図１の視方向に対して垂直な視方向における風力タービンブレード吊上げシステ
ムの一部を示す図である。
【図３】本発明の風力タービンブレード吊上げシステムを用いて、風力タービンブレード
をロータハブに取り付ける作業を示す図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　ロータハブ
　３　風力タービンブレード
　５　クレーンブーム
　６　ブームの下端
　７　トラック
　９　吊上げ装置
　１１　ウィンチ
　１３　制御ワイヤ
　１５　支持ワイヤ
　１７　フレーム
　１９　座
　２１　フレーム端部
　２３　フレーム端部
　２５　ベルト
　２７　プーリ
　２９　スライド式キャリッジ
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　３１　ウィンチ
　３３　ナセル
　３５　タワー
　３７　ブレードの下流エッジ
　３９　ブレードの上流エッジ

【図１】

【図２】

【図３】
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